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平成 22年 (行 ウ)第 2号 行政文書不開示決定処分取消請求事件

原 告  松山 治幸

被 告  国 (処分行政庁 内閣官房内閣総務官 )

証 拠 説 明 圭日

平成 22年 5月 11日

大阪地方裁判所第 7民事部合 1係   御 中

被 告 指 定 代 理 人

近  藤  裕

平  井  直

高  橋  秀

澤  田  勝

網  田  圭

高  木  里

米  澤  信
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IIS称等は,答弁書の例による

号 証 標   目
(作成者等)

本

し

別

原

写

の

作 成

年月日

立 証 趣 旨

乙第1号証 内閣官房報償費の

取扱いに関する基

本方針

(内閣官房長官)

写 し H14.4.1 内閣官房報償費の取扱いに関し,管

理執行体制が明確に定められているこ

と及びその内容

乙第2号証 内閣官房報償費の

執行にあたつての

基本的な方針

(内閣官房長官)

写 し H21.4 1 内閣官房報償費の執行にあたつて基

本的な方針が定められていること及び

その内容

乙第3号証 内閣官房報償費寡

扱要領

(内閣官房長官)

写 し H20.9,24 内閣官房報償費の執行にあたつて取

扱要領が定められていること及びその

内容

乙第4号証

互)1

報償費の計算証明

について

(内閣総理大臣)

写 し H14.4.15 内閣官房報償費について,特別の事

情があるとして,会計検査院から,計

算証明規貝111条に基づく特例的な取
扱いが認められていることみび報償費

支払明細書の様式

乙第4号証

の 2

報償費の計算証明

について

(会計検査院長)

写 し H21.4.27 内閣官房報償費について,特別の事

情があるとして,会計検査院から,計
算証明規則11条に基づく特例的な取

扱いが認められていること等

乙第 5号証

C)1

支出負担行為即支

出決定決議書

(内閣府大臣官房

会計課長)

写 し H21.9.1 (原告の請求により開示した)第 1

3回分報償費の支出負担行為即支出決

定決議書の内容     =

乙第5号証

の2

支出負担行為即東

出決定決議書

(内閣府大臣官房

会計課長)

写 し ■21.9 1 (原告の請求により開示した)第 1

4回分報償費の支出負担行為即支出決

定決議書の内容

乙第5号証 支出負担行為即支 写 し H21,9.1 (原告の請求により開示した)第 1



σ)3 出決定決議書

(内閣府大臣官房

会計課長)

5回分報償費の支出負担行為即支出決

定決議書の内容

乙第5号証

の4

支出負担行為即支

出決定決議書

(内閣府大臣官房

会計課長)

写 し ■21.9.1 (原告の請求により開示した)第 1

6回分報償費の支出負担行為即支出決

定決議書の内容

乙第5号証

互)5

支出負担行為即支

出決定決議書

(内閣府大臣官房

会計課長)

写 し H21.9.1 (原告の請求により開示した)第 1

7回分報償費の支出負担行為即支出決

定決議書の内容

乙第0号証 平成 21年 9月 分
一般会計支出計算

書      …

(内閣府大臣官房

会計課長)

写 し H21.10 (原告の請求により開示した)支出

計算書の内容
r              ,   I十

乙第7号証 閣総会178号に
係る答申

(平成15年度 (行

情)275号 )

(審査会)

写 し H15.9。 17 審査会が,過去に,内閣官房報償費
に係る本件対象束書と同様め文書につ

いて,情報公開法 5条 6号及び 3号に

該当すると判断した事実等
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